
目

次

告

示

○
知
事
の
職
務
を
代
理
す
る
副
知
事
の
順
位
の
一
部
改
正
qqqqqqqqqqqqqqq（
人

事

課
）
…
一

○
自
衛
官
候
補
生
の
募
集
期
間
、
採
用
試
験
の
期
日
等
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
市
町
村
課
）
…
一

○
自
衛
官
候
補
生
（
女
子
）
の
募
集
期
間
、
採
用
試
験
の
期
日
等
qqqqqq（

同

）
…
二

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
高
齢
福
祉

保

険

課
）
…
二

○
喀
痰
吸
引
等
業
務
の
登
録
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
特
定
行
為
業
務
の
登
録
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃

止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障
害
福
祉
課
）
…
三

○
児
童
福
祉
法
に
よ
る
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
障
害
児
通
所

支
援
事
業
の
廃
止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
道
路
の
区
域
の
変
更
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
道

路

課
）
…
四

○
道
路
の
供
用
の
開
始
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

出
先
機
関

○
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
東
青
地
域

県

民

局
）
…
五

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
中
南
地
域

県

民

局
）
…
五

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
西
北
地
域

県

民

局
）
…
五

選
挙
管
理
委
員
会

○
参
議
院
青
森
県
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
人
名
簿
の
選

挙
時
登
録
の
基
準
日
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
事

務

局
）
…
五

○
参
議
院
青
森
県
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
に
お
い
て
ポ
ス
タ
ー
を
掲
示

す
る
こ
と
が
で
き
る
日
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
六

人
事
委
員
会

○
人
事
委
員
会
告
示
五
十
四
第
一
号
（
勤
務
条
件
の
措
置
要
求
の
手
続

に
関
す
る
提
出
書
類
の
書
式
例
）
の
一
部
改
正
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
職

員

課
）
…
六

○
人
事
委
員
会
告
示
五
十
四
第
二
号
（
不
利
益
処
分
に
つ
い
て
の
審
査

請
求
に
関
す
る
提
出
書
類
の
書
式
例
）
の
一
部
改
正
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
六

○
人
事
委
員
会
告
示
五
十
四
第
三
号
（
公
立
学
校
の
学
校
医
等
の
公
務

災
害
補
償
の
実
施
に
つ
い
て
の
審
査
の
請
求
に
関
す
る
提
出
書
類
の

書
式
例
）
の
一
部
改
正
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
六

告

示

青
森
県
告
示
第
百
七
十
号

平
成
二
十
三
年
七
月
一
日
青
森
県
告
示
第
五
百
八
十
七
号
（
知
事
の
職
務
を
代
理
す
る
副
知
事
の

順
位
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
元
年
七
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

告
示
中
「
佐
々
木
郁
夫
」
を
「
柏
木
司
」
に
改
め
る
。

青
森
県
告
示
第
百
七
十
一
号

陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空
自
衛
隊
の
自
衛
官
候
補
生
の
令
和
元
年
度
第
四
次
募
集
期

間
、
採
用
試
験
の
期
日
等
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令

第
百
七
十
九
号
）
第
百
十
四
条
及
び
第
百
十
七
条
第
一
項
（
第
百
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の

規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

青
森
県
報
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第
二
十
五
号

令
和
元
年七

月
一
日

（
月
曜
日
）



令
和
元
年
七
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

募
集
期
間

令
和
元
年
七
月
一
日
か
ら
同
年
九
月
六
日
ま
で

試
験
期
日

開
始
時
刻

試

験

場

位

置

名

称

令
和
元
年
九
月

十
九
日
（
木
）

か
ら
同
年
十
月

二
日
（
水
）

受
付
後
に

通
知

青
森
市
大
字
浪
館
字
近
野
四
五

弘
前
市
大
字
原
ケ
平
字
山
中
一
八
の

一
一
七

八
戸
市
大
字
市
川
町
字
桔

野
官
地

五
所
川
原
市
字
一
ツ
谷
五
〇
三
の
五

三
沢
市
大
字
三
沢
字
後
久
保
一
二
五

の
七

む
つ
市
大
湊
町
四
の
一

陸
上
自
衛
隊
青
森
駐

屯
地

陸
上
自
衛
隊
弘
前
駐

屯
地

陸
上
自
衛
隊
八
戸
駐

屯
地

五
所
川
原
市
民
学
習

情
報
セ
ン
タ
ー

航
空
自
衛
隊
三
沢
基

地海
上
自
衛
隊
大
湊
基

地

青
森
県
告
示
第
百
七
十
二
号

陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空
自
衛
隊
の
自
衛
官
候
補
生
（
女
子
）
の
令
和
元
年
度
第
四

次
募
集
期
間
、
採
用
試
験
の
期
日
等
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十

九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
第
百
十
四
条
及
び
第
百
十
七
条
第
一
項
（
第
百
十
八
条
の
規
定
に
よ
り

こ
れ
ら
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
元
年
七
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

募
集
期
間

令
和
元
年
七
月
一
日
か
ら
同
年
九
月
六
日
ま
で

試
験
期
日

開
始
時
刻

試

験

場

位

置

名

称

令
和
元
年
九
月

十
九
日
（
木
）

受
付
後
に

通
知

青
森
市
大
字
浪
館
字
近
野
四
五

八
戸
市
大
字
市
川
町
字
桔

野
官
地

む
つ
市
大
湊
町
四
の
一

陸
上
自
衛
隊
青
森
駐

屯
地

陸
上
自
衛
隊
八
戸
駐

屯
地

海
上
自
衛
隊
大
湊
基

地

青
森
県
告
示
第
百
七
十
三
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
七
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居
宅
サ
ー

ビ
ス
の
種

類

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う

事

業

所

指

定

年
月
日

名
称
又
は

氏

名
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

名

称
所

在

地

ト
ラ
イ
ワ
ン

ズ
ベ
ス
ト
株

式
会
社

弘
前
市
大
字
千
年

一
丁
目
三
一
の
四
通
所
介
護
Ｓ
Ａ
Ｋ
Ｕ
Ｒ

Ａ
Ｓ

Ｒ
Ｅ

Ｈ
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｒ

Ｅ

Ｓ
Ｅ
Ｒ

Ｖ
Ｉ
Ｃ
Ｅ

弘
前
市
大
字
大
町

一
丁
目
三
の
一

令
和
元
･
七･
一

青
森
県
告
示
第
百
七
十
四
号

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）
第
四
十
八
条
の
三
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
喀
痰
吸
引
等
業
務
の
登
録
を
し
た
の
で
、
同
法
第
四
十
八
条
の
八
第
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一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
七
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

登

録

番

号
登

録

年
月
日
氏
名
又
は

名

称
住

所

事

業

所

業
務
開
始

予

定

年
月
日
備

考

名

称
所
在
地

〇二一五〇〇

一〇九

令
和
元
･
六･二一
医
療
法
人

仙
知
会

弘
前
市
大

字
高
屋
字

本
宮
四
八

〇
の
四

ヘ
ル
パ
ー

ス
テ
ー

シ
ョ
ン
ア

イ
・
ケ
ア

弘
前
市
大

字
高
杉
字

五
反
田
二

三
一
の
一
令
和
元
･
七･
一
訪
問
介
護

〇二一五〇〇

一一〇

〃

株
式
会
社

大
与

弘
前
市
大

字
高
屋
字

本
宮
四
八

〇
の
四

ヘ
ル
パ
ー

ス
テ
ー

シ
ョ
ン

グ
ッ
ド
・

ケ
ア

弘
前
市
大

字
高
杉
字

五
反
田
一

七
四
の
五
〃

訪
問
介
護

青
森
県
告
示
第
百
七
十
五
号

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）
附
則
第
二
十
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
行
為
業
務
の
登
録
を
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
四
十
八
条
の
八
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
七
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

登

録

番

号
登

録

年
月
日
氏
名
又
は

名

称
住

所

事

業

所

業
務
開
始

予

定

年
月
日
備

考

名

称
所
在
地

〇二一〇〇一

二五九

令
和
元
･
六･二一
医
療
法
人

仙
知
会

弘
前
市
大

字
高
屋
字

本
宮
四
八

〇
の
四

ヘ
ル
パ
ー

ス
テ
ー

シ
ョ
ン
ア

イ
・
ケ
ア

弘
前
市
大

字
高
杉
字

五
反
田
二

三
一
の
一
令
和
元
･
七･
一
訪
問
介
護

〇二一〇〇一

二六〇

〃

株
式
会
社

大
与

弘
前
市
大

字
高
屋
字

本
宮
四
八

〇
の
四

ヘ
ル
パ
ー

ス
テ
ー

シ
ョ
ン

グ
ッ
ド
・

ケ
ア

弘
前
市
大

字
高
杉
字

五
反
田
一

七
四
の
五
〃

訪
問
介
護

青
森
県
告
示
第
百
七
十
六
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
七
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

廃

止

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

有
限
会
社
修

清

北
津
軽
郡
中
泊
町

大
字
中
里
字
宝
森

二
九
一
の
三

就
労
移
行

支
援

夢
の
森
ラ
ッ

キ
ー

五
所
川
原
市
金
木

町
芦
野
二
〇
〇
の

二
二
〇

令
和
元
･
六･三〇

青
森
県
告
示
第
百
七
十
七
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
か
ら
障
害
児
通
所
支
援
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出

が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
五
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
七
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者

障
害
児
通

所
支
援
の

種
類

障
害
児
通
所
支
援
事
業
を

行

う

事

業

所

廃

止

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

社
会
福
祉
法

人
ほ
ほ
え
み
平
川
市
館
山
前
田

八
〇
の
一

児
童
発
達

支
援

nico

平
川
市
館
山
前
田

八
〇
の
二

令
和
元
･
六･三〇
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社
会
福
祉
法

人
ほ
ほ
え
み
平
川
市
館
山
前
田

八
〇
の
一

放
課
後
等

デ
イ
サ
ー

ビ
ス

nico

平
川
市
館
山
前
田

八
〇
の
二

〃

青
森
県
告
示
第
百
七
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
令
和
元
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部

道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
元
年
七
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
七
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
令
和
元
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部

道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
元
年
七
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始

の

期

日

国
道
三
三
八
号

む
つ
市
脇
野
沢
七
引
三
四
〇
か
ら

む
つ
市
脇
野
沢
田
ノ
頭
一
〇
九
の
三
ま
で

令
和
元
･
七･
一

出

先

機

関
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図
面
番
号

道
路
の

種

類

路
線
名

変

更

の

区

間

変
更
の

前
後
別

敷

地

の

幅

員

敷

地

の

延

長

備
考

１

国

道

三
三
八
号

む
つ
市
脇
野
沢
七
引
三
四
〇
か
ら

む
つ
市
脇
野
沢
田
ノ
頭
一
〇
九
の
三
ま
で

前

四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
四
・
六
五
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
三
〇
・
二
五
メ
ー
ト
ル

前

六
・
八
六
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
八
・
二
七
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
二
一
・
八
二
メ
ー
ト
ル

後

八
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
八
・
二
七
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
二
一
・
八
二
メ
ー
ト
ル

２

県

道

富
萢
薄
市
線

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
田
茂
木
字
若
宮
五
二
一
四
か
ら

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
田
茂
木
字
若
宮
一
九
二
九
の
二
ま
で

前

七
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

九
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

九
五
・
一
〇
メ
ー
ト
ル

後

七
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

九
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

九
五
・
一
〇
メ
ー
ト
ル

後

六
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
二
九
・
四
〇
メ
ー
ト
ル



土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
浪
岡

川
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
元
年
六
月
十
一
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
公
告
す
る
。

令
和
元
年
七
月
一
日

東
青
地
域
県
民
局
長

小
笠
原

博

土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

野
沢
二
期
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
次
の
と
お
り
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
元
年
七
月
一
日

東
青
地
域
県
民
局
長

小
笠
原

博

一

県
営
土
地
改
良
事
業
の
名
称

畑
地
帯
総
合
整
備
事
業
（
農
業
用
用
排
水
施
設
整
備
）
（
農
道
整
備
）

二

工
事
完
了
年
月
日

平
成
三
十
年
九
月
二
十
一
日

土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
弘

前
北
部
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八
項
の

規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
元
年
七
月
一
日

中
南
地
域
県
民
局
長

小

野

正

人

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

退
任
の
年
月
日

理

事

棟
方

繁

弘
前
市
大
字
糠
坪
字
桜
山
一
一
九
の
四

令
和
元
･
五･一七

土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

次
の
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
元
年
七
月
一
日

西
北
地
域
県
民
局
長

平

野

義

一

地
区
名

県
営
土
地
改
良
事
業
の
名
称

工
事
完
了

年
月
日

阿

部

堰

農
地
整
備
事
業
（
経
営
体
育
成
型
）
（
農
業
用
用
排
水
施
設
整

備
）

平
成
三一･
三･二七

〃

農
地
整
備
事
業
（
経
営
体
育
成
型
）
（
暗
渠
排
水
整
備
）

三〇･
二･
九

黒

崎

農
地
整
備
事
業
（
経
営
体
育
成
型
）

三一･
三･二二

鰺
ヶ
沢
堰

農
業
用
河
川
工
作
物
応
急
対
策
事
業

三一･
三･一八

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
五
号

令
和
元
年
七
月
二
十
一
日
執
行
の
参
議
院
青
森
県
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
選
挙
人
名
簿

の
登
録
に
つ
い
て
、
選
挙
時
登
録
の
基
準
日
を
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
二

十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年

政
令
第
八
十
九
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
元
年
七
月
一
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

選
挙
時
登
録
の
基
準
日

令
和
元
年
七
月
三
日
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青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
六
号

令
和
元
年
七
月
二
十
一
日
執
行
の
参
議
院
青
森
県
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
に
お
い
て
ポ
ス
タ
ー
を

掲
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
日
を
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
四
十
四
条
の

二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
元
年
七
月
一
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

ポ
ス
タ
ー
を
掲
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
日

令
和
元
年
七
月
四
日

人

事

委

員

会

人
事
委
員
会
告
示
元
第
一
号

昭
和
五
十
四
年
三
月
八
日
人
事
委
員
会
告
示
五
十
四
第
一
号
（
勤
務
条
件
の
措
置
要
求
の
手
続
に

関
す
る
提
出
書
類
の
書
式
例
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
元
年
七
月
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

熊

地

貴

志

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
四
号
ま
で
の
規
定
中
「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改

め
る
。

人
事
委
員
会
告
示
元
第
二
号

昭
和
五
十
四
年
三
月
八
日
人
事
委
員
会
告
示
五
十
四
第
二
号
（
不
利
益
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請

求
に
関
す
る
提
出
書
類
の
書
式
例
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
元
年
七
月
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

熊

地

貴

志

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
十
四
号
ま
で
の
規
定
中
「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に

改
め
る
。

人
事
委
員
会
告
示
元
第
三
号

昭
和
五
十
四
年
三
月
二
十
九
日
人
事
委
員
会
告
示
五
十
四
第
三
号
（
公
立
学
校
の
学
校
医
等
の
公

務
災
害
補
償
の
実
施
に
つ
い
て
の
審
査
の
請
求
に
関
す
る
提
出
書
類
の
書
式
例
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

令
和
元
年
七
月
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

熊

地

貴

志

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
四
号
ま
で
の
規
定
中
「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改

め
る
。
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月
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